


一般事業主行動計画 

 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を

行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  令和４年１０月１日～令和６年９月３０日 

 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

●令和４年１０月  法に基づく諸制度の調査、就業規則の改定 

●令和４年１１月  社員に制度の説明をするため、分かり易くまとめた資料

を作成する。 

●令和４年１２月～ 全社員に対して、産前産後休業や育児休業、育児休業給付

金、育休中の社会保険料免除、また職場復帰後に活用でき

る制度等を周知する。さらに出産予定の女性社員及び配

偶者が出産予定の男性社員に対して個別に制度等の説明

を行い、育休取得意向確認を行う。 

●令和４年１２月～ 育休等期間中の社員の業務を補完する体制づくり(業務

効率化、多能工化、マニュアル化) 

●令和４年１２月～ 育休等期間中の社員に、職場復帰しやすいよう職場情報

の定期的提供 

 

 

 

 

 

 

目標１：男女ともに育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 


